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市民病院の閉院について
かねてより今後のあり方を検討していました市立藤井寺

市民病院につきまして、９月議会（令和５年第３回定例会）に
「藤井寺市民病院事業の設置等に関する条例」の廃止案が
提出され、可決されたことにより、市民病院の令和６年３月
31日での閉院が決定されました。

今後は、患者様の紹介や病院機能の移転を順次進めて
まいります。また、特定健診・後期高齢者の健康診査につ
きましては、年度末まで受診することができない可能性が
ありますので、早めの受診をお願いします。

市民病院利用者のみなさまへ
新たな医療機関への紹介については、次回以降の診察

時に担当医師との相談になります（相談は随時受け付けて
います。予約日以外でも市民病院へお問い合わせくださ
い）。

今後も、患者様の意向をできる限り尊重し、新たな医療
機関で受診ができるよう努めてまいりますので、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

※新たな対策などが決定しましたら広報紙や市ホームペー
ジなどでお知らせします。

問合先
・市民病院の閉院に関すること：
　市民病院あり方検討室　☎939・1111(代表)
・新たな医療機関への紹介、特定健診などの受診について：
　市民病院事務局　☎939・7031(代表)

医療機関での個別接種のみ実施していま
す。接種についての詳しい情報は市ホーム
ページをご覧ください。

予約方法
①右QR コードからＷｅｂサイトで
②藤井寺市新型コロナワクチン接種コール

センターに電話で

予約・問合先　藤井寺市新型コロナワクチン
接種コールセンター　☎0570・00・3655
　※月～金曜日9時～17時30分（祝日除く）

新型コロナワクチン接種関連情報

支所・市民総合会館分館 閉館のお知らせ 
土師ノ里駅北側にある市役所支所・市民総合会館分館

は、耐震性がなく施設全体の老朽化が進んでいることから、
平成２９年より藤井寺市公共施設再編基本計画に沿って、お
おむね１０年以内にそれぞれ機能移転・機能集約すること
を目標に検討してきましたが、現在、空調設備が極めて深
刻な状況に陥り、安定した業務の継続が難しくなったことも
あり、令和６年３月３１日をもって閉館することになりました。

これまでたくさんの方にご利用いただき、ありがとうござ
いました。

令和6年4月から各種行政サービスが変わります
・住民票などの証明書の交付
　市役所本庁、コンビニ交付、オンライン窓口をご利用い

ただくか、北条郵便局・沢田郵便局・道明寺南郵便局
の窓口でも手続きできるよう準備を進めています。

・図書コーナー
　出張図書館の実施を予定しています。
・分館の貸室を利用
　体育館心技館やパープルホールのご利用をお願いします。

閉館後の詳細は、準備が整い次第お知らせしますので、
ご理解とご協力をお願いします。
問合先
・支所に関すること：市民課支所担当　☎939・7011
・図書コーナーに関すること：図書館　☎938・2197
・分館に関すること：
　協働人権課広聴・協働担当（１階④番窓口）☎939・1331

　　　　　　　　topicsトピックス

より効果的な情報発信のために
(株) コウズと連携協定を締結  

AI を活用した実証実験を実施

市ホームページやシティプロモーションサイトについて、
閲覧者のニーズに寄り添い、より効果的に運用を行うため、
9月26日に (株)コウズと連携協定を締結しました。

今後、同社が保有するウェブ戦略のノウハウと実績データ
を活用した AI を市のサイトに導入し、実証実験を行います。

現状の課題に対し、解決策や改善策を AI が提案、サイ
トの改善施策を実施、その効果検証というプロセスを繰り
返すことで、効果的・効率的なサイト運用を目指していき
ます。
問合先　秘書広報課広報担当（5階�番窓口）
　☎939・1051
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保険・年金

くらしの情報

国民健康保険の様々な
給付の紹介

療養費　急病などやむを得ない理由
で保険証を医療機関に提示できな
かったときや、医師が治療上必要
と認めた補装具（コルセットなど）を
装着したときは、一旦全額を支払
っても、窓口で申請し、審査で決
まれば、自己負担分を除いた額が
後から払い戻されます。

高額療養費　1か月の医療費の自己
負担額が高額になった場合、自己
負担限度額を超えた分が支給され
ます。該当者には医療費支払い後、
約3、4か月後に申請のご案内又は
支給決定通知を郵送します。

※医療機関の窓口での保険適用分の
支払いが、自己負担限度額までと
なる「限度額適用認定証」が必要な
方は、窓口で申請してください。医
療機関がオンライン資格確認システ
ムを導入している場合は、本人の同
意があれば「限度額適用認定証」の
提示を省略できる場合があります。

高額医療・高額介護合算制度　1年間
（8月1日～翌年7月31日）に支払っ
た医療保険での医療費と、介護保
険での介護サービス費の自己負担
金を合計し、基準額を超えた場合に、
その超えた金額が支給されます。

一部負担金の徴収猶予・減免制度　
医療機関に支払う医療費の自己負
担額（一部負担金）の支払義務を負う
世帯主などが、次の条件に該当し、
資産と能力を活用してもなお生活が
著しく困難で一定基準を満たした場
合、一時的に一部負担金の徴収猶
予や減免ができる場合があります。

① 天災などにより死亡し、若しくは障
害者となり、又は居住する住宅に
著しい損害を受けたとき

② 事業・業務の休廃止、失業（定年
退職又は自己都合による退職を除
く）、死亡、入院などにより、収入
が著しく減少したとき

その他　海外療養費、出産育児一時
金、葬祭費などの給付もあります。

問合先　保険年金課国民健康保険担当
（1階②番窓口）　☎939・1177

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書の郵送

年末調整・確定申告まで大切に保管を
国民年金保険料は、所得税及び住

民税の申告で、社会保険料控除の対
象となりますが、申告の際には「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明
書」が必要です。証明書に記載された
金額（見込額を含む）を超えて納付し
た場合は、その領収書の添付も必要
です。

控除証明書は、令和５年１月１日か
ら１０月２日の間に国民年金保険料を
納付した方には、１１月上旬に日本年
金機構から郵送されます。１０月３日か
ら１２月３１日の間に、その年初めて国
民年金保険料を納付した方には、令
和６年２月上旬に郵送されます。
問合先　ねんきん加入者ダイヤル　
　☎0570･003･004
　（050から始まる電話からは
　☎03･6630･2525へ）

商工・労働

事業主の皆さん、労働保険の
手続きはお済みですか？

労働保険とは、労働者の保護及び
雇用の安定を図ることを目的とした、
国が運営する社会保険制度の一つで
あり、「労災保険」と「雇用保険」を総称
したものです。正社員・パート・アル
バイトなど雇用形態にかかわらず労働
者を１人でも雇用している事業場は成
立手続きが義務付けられています。

詳しくは厚生労働省
の労働保険特設サイト
をご確認ください。
問合先　
・労災保険制度について　羽曳野労

働基準監督署　☎942・1309
・雇用保険制度について　ハローワ

ーク藤井寺　☎955・2570

国民健康保険被保険者証の
更新

１０月から国民健康保険被保険者証
の色が、茶色から緑色に変わりました。
被保険者証の更新がお済みでない場
合は、至急窓口までお越しください。
手続きに必要なものにつきましては、
更新案内をご確認ください。
問合先　保険年金課国民健康保険担

当（1階②番窓口）　☎939・1177

おめでとうございます
地域の犯罪や非行の予防など多大

な貢献をされ法務大臣表彰を受賞
　藤井　志保子　さん（野中）  

税

市・府民税

第4期納期限　11月30日（木）
お近くの金融機関、郵便局、コンビ

ニエンスストア、市役所、支所で、納
期限までにお納めください 。口座振
替をご利用の方は預貯金残高を確認
してください。
※キャッシュレス決済でも納付できます。
問合先　税務課納税

担当（2階�番窓口）
　☎939・1066

個人事業税

第2期納期限　11月30日（木）
納付書は第 1 期分の納付書に同封

しています。
（年間の税額が1万円以下の場合は、
第 2 期分の納付書はありません）。

納期限までにお納めください（口座
振替利用の方には、納付書は郵送し
ていません）。
※納付には、便利な「口座振替制度」

をご利用ください。
問合先　大阪府南河内府税事務所　

☎0721・25・1131
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